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「知的障害」について

特別支援教育トピックス



子どもの数は減っている・・・・

総務省（2015）



特別支援学校、特別支援学級在籍児童生徒は
増えている！？

文部科学省 2015年教育課程企画特別部会資料より抜粋



文部科学省 2015年教育課程企画特別部会資料より抜粋



一体、教育現場で何が起こっている?

 子どもの数は、減少している。

 担任もしくは、特別支援教育コーディネーターによる回
答では、通常学級に在籍している、発達障害の疑いのあ
る児童生徒数は、6.3%(2002年)から、6.5%(2012年)と10年
間で微増している。

 通級指導教室、特別支援学級・特別支援学校在籍児童数
は増加の一途を辿っている。

学校で、何が起こっているのでしょうか?

Discussion !



現行特別支援学校学習指導要領では・・・

 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又
は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学
校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は
生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能
を授けることを目的としている。

いわゆる「準ずる教育」



新学習指導要領のポイントは

 教育課程の連続性
小・中学校から特別支援学校に転入する場合のように、
通常の教科を学んでいた子どもを想定する必要がある。

 中学部の第二段階の新設
現行では一段階のみで示されている中学部については、
新たに第二段階を設けることが適当。

 「教育内容」と「指導形態」の区別
「何を学ぶか」と「どのように学ぶか」が区別されないまま
教育課程が編成されている現状。



「社会モデル」と「医療モデル」の狭間で

「障害」の考え方



国際生活機能分類とは

 “International Classification ofFunctioning,
Disability and Health”

 頭文字から略称“ＩＣＦ”と呼ばれる。

 世界保健機構(WHO)により、2001年に採択された障害に
関する分類である。

 ICFでは人間を分類の単位としてはおらず、それぞれの人
の状況を整理して記述するものである。



ＩＣＦの“哲学”

“International Classification of Functioning,
Disability and Health”の日本語訳について

 直訳すると・・・・

でも訳語は「国際生活機能分類」となっています。

ここから「なに」が読み取れますか？



健康状態
（変調または病気）

心身機能・
身体構造

活 動 参 加

環境因子 個人因子

ICFの構成要素間の相互作用(WHO,2001)

機能障害 能力障害 社会的不利障害

国際障害分類/ICIDH:International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps(WHO,1980)



「知的障害」の定義とは

知的障害とは・・・・



1. 「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版(DSM‐
5:the Fifth Edition of the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders)」では?

 ①臨床的評価および個別化、標準化された知能
検査の結果、「論理的思考」「問題解決」「計
画」「抽象的思考」「判断」「日常の経験から
の学習」能力に困難がみられる。

 また同時に、②年齢や社会文化的背景を同じく
する周囲の子どもたちと比べ、概念的領域、社
会的領域、実用的領域といった適応機能のうち、
少なくとも一つの領域に著しい困難がみられる。

なお、DSM‐5では「知的能力障害(知的発達障害)」としている。また
「知能指数」による知的機能の説明はなくなっている。



2.AAIDD（American Association on 
Intellectual and Developmental 
Disabilities：アメリカ知的・発達障
害学会）の定義

 知的障害は、知的機能および適応行動(概念

的、社会的および実用的な適応スキルによっ
て表される)の双方の明らかな制約によって

特徴づけられる能力障害である。この能力障
害は、18歳までに生じる



3.WHO(World Health Organization:
世界保健機構)の定義

 確定診断のためには、知的機能の水準の遅
れ、そしてそのために通常の社会環境での日
常的な要求に適応する能力が乏しくなければ
ならない。



４．学校教育法施行令第23条の3
に規定する就学基準の「知的障害」

①知的発達の遅滞があり、他人との意思疎
通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助
を必要とする程度のもの

②知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程
度に達しないもののうち、社会生活への適
応が著しく困難なもの



知的障害とは

知的機能に制約がある

適応機能に制約がある

双方が“欠陥”“不
全”“低い水準”に
ある。

知的機能に著しく制約があるのだが、適
応機能には制約がない場合には、知的障害
はどのように説明されるのか・・・?

Discussion!!



それでは「知的機能に制約がある」と
いうことを説明してください。

 「知的機能に制約がある」とは、どのような状
態にあることを言うのであろうか?あくまで
も、「知的機能」に焦点をあてて議論せよ。

 具体的に例をあげながら考えてみよ
う・・・・。

ディスカッション



「知的機能」の評価

 一般的には標準化された知能検査(WISC‐Ⅳ・KABC‐
Ⅱ・ビネー式知能検査など)から知能指数(Intelligence 
Quotient; IQ)を算出し、その水準によって分類する。

 概ね、平均より2標準偏差(1標準偏差は15前後)を下回る
と知的機能に障害があるとしている。



知能指数分布(正規分布)



ＩＱにみる知的機能の程度

DSM‐Ⅳ‐TR(現在使われているDSM‐5の前のバー
ジョン)では、知的機能の水準を以下の通り説明し
ていた。

 軽度知的障害 IQレベル 50‐55から70
 中等度知的障害 IQレベル 35‐40から50‐55
 重度知的障害 IQレベル 20‐25から35‐40
 最重度知的障害 IQレベル 20‐25以下



知的障害全体の中で占める割合

 軽度知的障害 ８０～８５%
 中等度知的障害 １０%
 重度知的障害 ３～７%
 最重度知的障害 ２～３%

問題が深刻であればあるほど、十分な検査
を行えば特定の原因が見つかる(Frances,2013)



知能指数が意味するもの・・・

知能検査の結果からすれば、知能指数71は知的機
能の制約されていない、知能指数69は知的機能が
制約されていると言う考え方もできる。

それでは、この説明を受けて、親や本人は納得
するであろうか?

納得しない場合は、どのような理由で納得でき
ないだろうか、逆に納得できる場合は、どのよう
な場合であろうか?

 知能指数71で、納得する例、しない例

 知能指数69で、納得する例、しない例

Discussion!



健康状態
（変調または病気）

心身機能・
身体構造

活 動 参 加

環境因子 個人因子

ICFの構成要素間の相互作用(WHO,2001)

あれれ、障害の捉え方って・・・(再掲)

「環境因子」の重要性が言われていたと
思うのだが・・・



知的機能の程度は・・・

 知能指数は、そもそも障害の程度、すなわち支援の必要
性の程度を説明しているものではない・・・

Discussion!

知的機能の程度(知的機能の制約が軽度なのか、
重度なのか)は、どのように示されるべきか?

そこで、DSM‐5では、知能指数により障害の程
度を説明することをやめました。



知能検査の例

WISCⅢを例に



Wechsler Intelligence Scale for 
Children‐Third Edition(通称:WISCⅢ)

 適応年齢:５歳０ヶ月～１６歳１１ヶ月

 個別式の検査法で、測定された知能の内容から
子どもの状態を理解する。

 WISCⅢの特徴は、「言語性」と「動作性」、あ
るいは「言語理解」「注意記憶」「知覚統合」
「処理速度」の4つの群指数(つまりIQ)の差(ディ
スクレパンシー)から、様々な子どもの特性を推
測できるところにある。

 ちなみにWISCの最新版は、WISCⅣである。



ちなみにWISCⅣは・・・

 新たに「語の推理」「絵の概
念」「行列推理」「語音整
列」「絵の抹消」という検査
が加わり、WISCⅢにあった、

「絵画配列「組合せ」「迷
路」はなくなった。

 動作性IQ・言語性IQという考
え方がなくなった。





なくなった「組合せ」(WISCⅢの例)を例に

 動作性検査(「知覚統合」の下位検査)

 ピースを特定の配列で提示し、それを組合せて、具体物
の形を完成させる。5問全部施行。

 制限時間は120秒のものから180秒のものまである。



例示問題



問題3



どんな能力を使っているのか?

 「感覚運動のフィードバックを利用する能力」

やってみながら、ものごとを解決していく能

力。だから、この課題も見ているだけではなん

となくしっくりこないのである。

 「部分間の関係を予測する力」

各パーツをみて、何ができるのか、どのよう

にすればできるのかを考える力。

 「思考の柔軟性」

いろいろやってみて解決に向かう力。



適応機能の低下とは



具体的に適応機能が低下しているとは、どういう
状態か・・・・

 どのようにして、どのように適応機能に制約
がある状態を明らかにするのか?

 適応機能が低下している状態をいくつか例を
あげながら考えてみよう・・・・

ディスカッション



適応機能(概念的・社会的および実用的
な適応スキル)とは?
年齢や社会文化的背景を同じくする周囲の子
どもたちと比べ

 概念的領域

 社会的領域

 実用的領域

に困難があるとは????



適応機能の例として・・・

 概念的領域(記憶、言語、読字、書字、数学的思考、実用

的な知識の習得、問題解決および新規場面における判断
においての能力)

 社会的領域(共感、対人的コミュニケーション技能、社会
的な判断)

 実用的領域(セルフケア、責任、金銭管理、娯楽、行動の
自己管理) 



適応機能を測定する検査尺度に・・・・

子どもが自立した生活を営

むために必要な能力がどの程
度身に付いているかを評価す
る質問票。
1)身辺自立(Self‐help),2)移動
(Locomotion),3)作業
(Occupation)
4)意志交換(Communication),5)
集団参加(Socialization)
6)自己統制(Self‐Direction)
の６尺度も１３０項目から

作成されている。







新版S-M社会生活能力検査 第３版

所用時間 約２０分

適用年齢 乳幼児～中学生

ちなみにアメリカでは“Vineland Adaptive Behavior Scales
Ⅱ(VABS)”が広く使用されている。



適応機能をアセスメントする

Vineland‐II適応行動尺度からみる適応機能



Vineland‐II適応行動尺度

 4つの適応行動領域(コミュニ

ケーション、日常生活スキ
ル、社会性、運動スキル)の発
達水準がわかる。

 不適応行動領域、対象者の不
適応行動の特徴をとらえられ
る。

 適応行動の相当年齢を求める
ことができる。



やってみる!
まさか、ここ
から始めない
よね・・・・



就学前の子どもの発達を知ること

 入学前の子どもの発達についての知識がなければ、就学
後にどの程度の適応機能を持っている必要があるかもわ
からない。

 実は、乳幼児の発達についての知識を十分に持っている
教員は意外に少ない。

 人間の発達についての知識については、ぜひとも持って
いて欲しい。



有川宏幸著

『発達が気になる乳・幼
児の「こころ育て、こと
ば育て」』

出版社

ジアース教育新社」
定価1,836円（本体価格
1,700円＋税136円）

http://kyoikushinsha.co.jp/b
ook/0326/index.html



このあたりから・・・



半構造化面接法による評価

 評価対象者の参加は必要とせず、対象者の行動を熟知す
るものが回答する。

 課題を直接的に評価するのではなく、毎日の活動を見渡
して評価する方が妥当である。

 半構造化面接法による評価。面接時には回答者との関係
性が十分に構築されている必要がある。



そのまま聞くの????

 まさか「6か月以上の長い期間で達成される現実的な目標
を述べてください?」と、項目に書かれているとおりに聞
いたりしませんよね?



アセスメントから教育へ

アセスメントから特別支援教育へのプロセスは・・・

 児童生徒の「知的機能の実態の把握」と、「適応機能の
実態の把握」をもとに、ICFで言う「参加」を促すことを
目指す。

 「個人因子」の実態を考慮しながら、「環境因子」の実
態を明らかにし、必要な整備を行う。

 そして、社会参加する上で確保されている権利を行使で
きるように教育する。

それでは、「権利」を行使できるように教育すると
は、どういうことなのでしょうか?
そもそも障害のある人達の「権利」とは?!



特別支援教育の本質と意義

「権利」の行使と教育



障害を持つアメリカ人法(Americans with 
Disabilities Act of 1990)

 公民権法(1964)は、人種（race）、
肌の色（color）、信仰（religion）、
性別（sex）または出身国
（national origin）による差別を禁
止したが、障害者への差別を禁止
する規定はなかった。

 ADAの成立により、障害者も同様
に差別が禁止された。

 2008年に改正法が議会を通過し、
2009年から施行されている。



時は1990年・・・、カリフォルニア州・バー
クレー市にて

 バークレー自立生活センターの副所長(当時)
ジュディー・ヒューマン氏。

ジュディー「バークレーの町を、私たちと一緒に回りませ

んか?」
日本の関係者「団体旅行で他の人達も一緒だから・・・」



人権と社会

ノーマライゼーションと障害者



ワーク

 次の写真を見て、2分間の時間で感じたことばを可能な限
りたくさん書き出すこと!!







“Christmas In Purgatory:
A Photographic Essay On Mental 
Retardation”
煉獄のクリスマス(1966)
バートン・ブラット

http://www.disabilitymuseum.org/l
ib/docs/1782card.htm

下記URLはリンクを張っていますので、クリックすれば、
ペーシに飛びます



バンク‐ミケルセン
(Neils Erik Bank‐Mikkelsen)の
ノーマライゼーション理念の特徴

 ノーマライゼーションの生みの親
 「障害者(特に知的障害者)も一般市民と同じ条
件で援助されるべきである」という点があげら
れる。これには「援助は属性としての障害では
なく障害者のニードに基づくことが必要であり、
同じニードに対しては例え障害種が異なろうと
も同じサービスが提供されるべき」という考え
がある

 ミケルセンに一貫しているのは、知的障害者を
ノーマルにするのではなく、知的障害者の生活
条件をノーマルにしていく環境を提供していく
ことにある。



ニィリエ(Bengt  Nirje)の
ノーマライゼーション理念の特徴

 ノーマライゼーションの育ての親

 ニィリエは、以下の８つをノーマルにする
ことと述べている。

①１日のノーマルなリズム、②一週間のノーマ
ルなリズム、③一年間のノーマルなリズム、④
ライフサイクル、⑤ノーマルな理解と尊重、⑥
ノーマルな相互関係、⑦一般市民と同じ経済条
件の適用、⑧ノーマルな住宅環境の提供を謳っ
ていた。



ヴォルフェンスベルガー
(WolfWolfensberger)の
ノーマライゼーション理念の特徴

知的障害者が逸脱者としてとらえる社会意
識のあり方を問題視した。つまり知的障害者
が逸脱者としてとらえることは、社会から価
値を低められた人として見なされることであ
り、如何にその価値を高めていくか、社会的
な役割を実現していくかにノーマライゼー
ションの意味を見いだしている。



ノーマライゼーション理念の展開

 自立生活運動(IL: Independent Living)の展開

1)障害者の人権

2)自己決定権



「障害者の権利条約」から障害者差別解消法へ

権利と合理的配慮



障害者の権利に関する条約

 「国連障害者の権利条約(Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities)2006年採択」

 障害（身体障害、精神障害及び知的障害）の
ある人の尊厳と権利を保障するための国際的
な人権条約

 日本は2007年に署名、2014年1月20日、批准書
を国連に提出し、140番目の締約国となった。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html



障害者基本法の一部改正(平成23年8月5日)

（差別の禁止）

 第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由とし
て、差別することその他の権利利益を侵害する行為
をしてはならない。

 ２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障
害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重
でないときは、それを怠ることによって前項の規定
に違反することとならないよう、その実施について
必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

 ３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関
する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防
止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提
供を行うものとする。



そもそも権利を守るとは(障害者虐待
防止法から考えてみよう)?
｢障害者虐待防止法｣とは、

 「養護者による障害者虐待」「障害者福祉施設従事
者等による障害者虐待」「使用者による障害者虐
待」をいう。

 障害者虐待の類型は、「身体的虐待」「ネグレク
ト」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の
５つ。

 平成24年10月１日から、国や地方公共団体、障害者
福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止
等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受け
たと思われる障害者を発見した者に対する通報義務
を課すなどしている。



あなたは何と答えますか?

 新潟県の最低賃金時間額 753円(H28,10,1)。ちなみに「最低
賃金の減額の特例」と言うものもあります。

先 生「この生徒は、清掃の仕事については、十

分な能力を兼ね備えています」

雇用主「確かに十分に能力あるよ。でも、うちも今、余裕が

ないんだよね。どんどん、よそとの競争が厳しくなっ

てるしね・・・先生の熱意はわかるんだけど」

先 生「そこをなんとか」

雇用主「う～ん、じゃ試しにということでいい

かな。給料も、悪いけど最低賃金は出せないよ。

それでもよければうちで面倒見るよ」

先 生
「(Q )」

Question !

試用期間はどのくらいになりますか?ちなみに
賃金はどのくらいになりますか



平成27年度「使用者による障害者虐待の状況等」の結果

 知的障害者への経済的虐待に関する通報・届出が最多。発
達障害を除いた障害者については、経済的虐待に関する通
報・届出が最も多く、続いて、心理的虐待に関する通報・
届出が多くなっている(厚生労働省,2016)。

http://www.mhlw.go.jp/file/04‐Houdouhappyou‐11201250‐Roudoukijunkyoku‐
Roudoujoukenseisakuka/0000131388.pdf



障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律

 平成25年6月19日に可決、成立。平成28年4月1日
から施行。

 障害者基本法第四条「差別の禁止」の規定を
具体化する目的。

 合理的配慮をしないことは差別にあたる。

 公共機関や民間企業に対し、障害を理由と
した不当な差別的取り扱いを禁じ、過重負
担にならない限り、施設のバリアフリー化
を進めるなどの合理的配慮を求める内容。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html



合理的配慮(reasonable accommodation)
とは

 「障害者の権利に関する条約」の中では

「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等
に全ての人権及び基本的自由を享有し、又は
行使することを確保するための必要かつ適当
な変更及び調整であって、特定の場合におい
て必要とされるものであり、かつ、均衡を失
した又は過度の負担を課さないものをいう。



鉄棒で遊ぶ・・・・



鉄棒で遊ぶ・・・

届かな
い・・・



鉄棒で遊ぶ・・・



知的障害と社会参加



インクルーシブ教育システムの可能性

「特別支援学校」と地域



「インクルーシブ教育システム」
（inclusive education system)
障害者の権利に関する条約第24条「教育」では

「人間の多様性の尊重等の強化すること」「障害者がそ
の人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力
をその可能な最大限度まで発達させること」「障害者が
自由な社会に効果的に参加することを可能とすること」

障害を理由に障害者が「general education system」（公

訳：「一般的な教育制度」）から排除されないこと、自
己の生活する地域において包容され、質が高い初等中等
教育を享受することができること、個人に必要な「合理
的配慮」が提供されること」等が言われている。



ちなみに・・・特別支援学校は

General Education Systemの解釈について

外務省は『条約第24条に規定する「general 
education system（教育制度一般）」の内容につ

いては、各国の教育行政により提供される公教
育であること、また、特別支援学校等での教育
も含まれるとの認識が条約の交渉過程において
共有されていると理解している。したがって、
「general education systemには特別支援学校が含
まれると解される。』

文科省(2010)特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第5回）配付資料より



インクルーシブ教育システムの推進?



知的障害者の就学基準

 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎
通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援
助を必要とする程度のもの

 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程
度に達しないもののうち、社会生活への
適応が著しく困難なもの

学校教育法施行令第二十二条の三に規定する
知的障害の「就学基準」より



学校教育法施行令の一部改正(平成25年9月)

 平成24年7月に公表された「共生社会の

形成に向けたインクルーシブ教育システ
ム構築のための特別支援教育の推進」に
おける提言を踏まえて改正された。

 「認定就学者から、認定特別支援学校就
学者へ」

 保護者の意見については、可能な限りそ
の意向を尊重しなければならない



認定就学者と、認定特別支援学校就学者って?

特別支援学校
「就学基準」に該当

一 知的発達の遅滞があり、
他人との意思疎通が困難で日
常生活を営むのに頻繁に援助
を必要とする程度のもの

二 知的発達の遅滞の程度が
前号に掲げる程度に達しない
もののうち、社会生活への適
応が著しく困難なもの

これまで(平成25年9月まで)は・・・

原
則

認
定(

例
外)

小・中学校 「その他の者」
原
則



認定就学者と、認定特別支援就学
者って・・・なに2?

特別支援学校

「就学基準」に該当する者

一 知的発達の遅滞があり、
他人との意思疎通が困難で日
常生活を営むのに頻繁に援助
を必要とする程度のもの

二 知的発達の遅滞の程度が
前号に掲げる程度に達しない
もののうち、社会生活への適
応が著しく困難なもの

小・中学校

「その他」の者

認
定

学校教育法施行令の一部改正は・・・



「障害者アート」から見る「障害」

「特別支援学校」と「障害」



実験刺激の例

情報あり群 情報なし群



特別支援学校の生徒の作品に対する
学生の評価

加茂川・有川(2015)



某小学校教員の評価

岩橋・有川(2016)



附属特別支援学校の教員の評価

岩橋・有川(2016)



特別支援学校の教員の評価

岩橋・有川(2016)



果たして、選択の機会は与えられているのか?

権利は「守られるもの?」



さて、この結果は何を意味するのでしょうか?

 「小学校」教員は、特別支援学校の生徒の作品という情
報があると、作品の印象は、情報がない場合より「よ
い」と評価する傾向がある。

 特別支援学校の教員は、特別支援学校の生徒の作品とい
う情報があってもなくても、評価については違いは見ら
れなかった。

一体、この違いはなぜ生まれたのでしょうか?

Discussion!



「権利」を伝える力

 合理的配慮は、「権利」の行使に際して、必要とされる
ものである。

 建物へのアクセスを保障するために設置されるスロープ
は、その建物への利用が必要な人にとっては、合理的配
慮になり得るが、そうでない人にとっては合理的配慮で
はない。

 つまり、合理的配慮は個別に検討されるべきものであ
る。したがって、個別に必要とされるものを伝える事が
要求される。

本人以外が「○○することが、合理的配慮です」 →
こう言ってしまうことが、そもそもが怪しいのです。



権利擁護(advocacy)という考え方

 自身の権利を伝える事が難しい人の代わりに、その権利
を伝える・・・。

 権利を擁護するためには、その人が求めていることを理
解していることが求められるのだが・・・これが実はと
ても難しい。

「この子は、オレンジジュースが飲みたいのです。」
果たして、本当にそうですか?



研究から学ぶ特別支援教育の本質

誰が選ぶのか



Parsons & Reid(1990)の研究
 対象

5人の最重度の知的障害成人(平均の知的発達年齢2歳未満)
言語能力については、「～をとって」の要求に応じることが

出来る。

 方法

2種類の食べ物を目の前で6等分し、それを小分けにした一

対をまず味見。その後残りのペアについて好きな方を選択

して食べるように指示した。

 結果

対象者は選択肢の内容に応じて一方だけを選んだり、適度に

分散して一定の嗜好パターンを示した。
Parsons and Reid (1990)  Assessing food preferences among persons with profound mental retardation: 
providing opportunities to make choices. J Appl BehavAnal,23(2),183–195. 



一つずつ味見をして、好きな方を選ぶ

Parsons & Reid(1990)の研究では



「誰」が選択しているか?

 Parsons & Reid(1990)の研究では、対象者はあくまでその

選択内容を供給者によってコントロールされているに過
ぎないのではないか・・・

 もし選択肢の対象物が、本人にとって好ましくない物で
あっても強制的に選ばなければならないのではないか?

これは本当に「自己選択」していると言えるのか?
権利の問題を考える上ではとても重要な視点である。



そこで望月(1998)は・・・

 ９名の知的障害(最重度あるいは聴覚障害を重複している
ものも含む)

 Parsons & Reid(1990)の選択決定の研究手続きをもとに選
択(例えば「カップケーキ」と「ようかん」)について検
討。ただし「他のもの」と言う選択肢が加えられた。

１年にわたって、「他のもの」も含む選択行動の形成が

指導された。

結果は、「他のもの」の選択が多く見られた。

自己選択には、機会（社会）と技能（本人）が必要
なのです・・・



一つずつ味見をして、好きな方を選ぶ

他のもの他のもの



重度の知的障害があるから・・・

 重度の知的障害がある人達は、自分の権利を自分で守る
ことは、果たして出来ないのだろうか?

 自分の生活を、豊かに送ることは出来ないのだろうか?

もしかしたら、単に教育の機会も、それを行使する
機会も与えられていないだけではないか。そんなこと
が、これから議論になるはずです。


